
 

「三郷市国際交流協会日本語 」要綱 
              平成 年 月 日 定 
                平成 年 月 日  

                    年  月 日  
 

１  総 則 
（１） 本日本語 は、「三郷市国際交流協会日本語 」（以下「日本語 」

という）と する。 
（２） 日本語 の を 三郷にほ  ろば とする。 
（３）本日本語 は、日本語学習活 を 国際交流をはかり、三郷市国際

交流協会（以下「協会」という）の 文化 生事業として、協会の承認

によって運営 れるものとする。  
   

（１）市内及び 在住の日本語を 語としない人（以下「学習者」という）

の日本語学習を支援する。 、日本語学習支援活 に携わる人を日本語

指 （以下「 」という）と する。 
（２）学習者が日本語を して、 会との関 の の と、 との

交流を支援する。 
（３） 事業 の学習者及び の により、国際交流を 進

する。 
３ 日本語 催者および運営 者 

催者 三郷市国際交流協会 
 運営 者 国際化推進部会 
 

 ４ 協会の  
   （１）日本語 の企画 運営の 。 
   （２）日本語 、 交流な に関する情報提供。 
 ５  員 

       日本語 の運営に たり、次の 名の 員を置く。 
             代表  １ 名 
             副代表 １ 名 
             会   １ 名 
      ６ 員選出及び任期 
            の 議により選出し、国際化推進部会で承認する。 
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任期は 年とする。ただし、再任の期 は別 で 議し、国際化

推進部会で承認する。 
 
    ７ 日本語 開催 所 日  
      三郷市 市 （所在  三郷市 名 ７０ ） 

日 後 から 後 ４５  
      

  
  は、日本語を 語としない人 の日本語指 に があり、

として で活 できる者とし、協会に日本語指

として をする。 し、日本語指 としての経 、年 、 た

協会 の の は わない。 
 

９ 活 内  
  日本語 を運営し、学習者の日本語 習得を支援する。 

学習者の日 生活、 機会、 会生活の を るよう支援する。 
学習者の協会 事業に する事を支援する。 

の指 のための 、及び新規 の募集と 成。 
設の 日本語 と し、相互に情報交 する。 

 
１０ 本要綱の  
  本要綱の は、三郷市国際交流協会 国際化推進部会の承認の下、実施す

る。 
 

 １１ その  
 ここに定めるもののほか、運営 必要な事項は国際化推進部会で 議し、定

める。 
 

  
 

 
 

23


